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新型コロナウイルス感染症のまん延防止に係る要請について 

 

当協会の事業運営につきましては、日ごろからご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記のことについて、（公社）神奈川県食品衛生協会を通じて神奈川県知事

から次のとおり依頼がありました。昨日、「新型コロナウイルス感染症神奈川県対策

本部」が開催され、県民の皆さまへの徹底した外出自粛（生活に必要な場合を除く。）

の要請に加え、事業者の皆様に対して、別添の内容を要請することとなりました。 

つきましては、県の総力を挙げてのこれまで以上の感染防止対策への取り組みにつ

いて、貴組合員並びに従業員への周知方よろしくお願いいたします。 

 

（要請の概要） 

 １ 時短要請について 

 （令和 3年 1月 8日から 11日までの間） 

  ・横浜市と川崎市の、酒類を提供する飲食店・カラオケ店は、22時までの時短営業 

  ・協力金 4万円（/日） 

  ・20時までに時短営業（酒類の提供は 19時まで）する場合は、協力金を上乗せ 

 （令和 3年 1月 12日から 1月末まで） 

  ・全県の全ての飲食店・カラオケ店は、20時までの時短営業（酒類の提供は 19時まで） 

  ・協力金 4万円（/日）から増額 

 

※ 今回の時短営業にご協力いただいたお店には協力金の交付を予定しています。 

  ご案内には時間がかかる場合があります。 

  詳細は決まり次第、ホームページ等でご案内いたします。 

  【神奈川県協力金コールセンター】 ☏ ０５７０－０５６７７４ ⇒音声案内９番 

   <受付時間> 月～金（土日・祝日は除く）9時～17時 

 

〇 知事メッセージ 

    http://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/210104_message.html 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/210104_message.html


１ 時短要請について
（令和３年１月８日から11日までの間）

横浜市と川崎市の、酒類を提供する飲食店・カラオケ
店は、２２時までの時短営業
協力金4万円（/日）
20時までに時短営業（酒類の提供は19時まで）する
場合は、協力金を上乗せ

（令和３年1月12日から1月末まで）
全県の全ての飲食店・カラオケ店は、20時までの時短
営業（酒類の提供は19時まで）
協力金 ４万円（/日）から増額

２ 企業におけるテレワーク等の徹底
（令和３年1月8日から1月末まで）

5割の目標設定、業務特性に応じたテレワークの徹底
時差出勤、週休の分散化、年休取得の促進

３ イベント
（令和３年1月8日から1月末まで）

5,000人以下で実施（新規販売分に適用し、既存販売
分には適用しない）
スポーツやライブなどのイベント前後の会食禁止等の

呼びかけ

４ その他
（令和３年1月8日から1月末まで）
• 感染防止対策の更なる徹底
• 職場における昼食時間の分散
• 学校の寮生活、クラブ・部活動など集団行動における感染

防止対策の徹底
• オンライン授業の併用、時差登校等の実施
• 外出を誘発するイルミネーションは、早めに消灯

事業者の皆さんへ



知事メッセージ 

 

本県における新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、医療現場では厳し

い状況が続いています。 

今後、緊急事態宣言の発令も見込まれる中、先んじて人の流れを抑え、人と

人との接触機会を減少させるため、県民や事業者の皆さんに次の事項を要請し

ます。 

 

〔事業者の皆さんへ〕 

〇 １月11日までの間、横浜市と川崎市にある、酒類を提供する飲食店・カラ

オケ店に対して、22時までの時短営業を要請しています。これに加えて、１

月８日から、20時まで時短営業を前倒しし、酒類の提供を19時までとしてい

ただいた場合には、協力金を増額します。 

〇 １月12日から１月31日までの間は、県内の全ての飲食店・カラオケ店に対

して、営業時間を20時までに短縮し、酒類の提供は19時までとしていただく

ようお願いします。 

○ また、これまでお願いしてきたテレワークについては、５割の目標を設定

していただき、時差出勤、週休の分散化、年休取得なども含め、通勤時の密

を避ける工夫をお願いします。 

○ イベントについては、5,000人以下で実施することとし、１月８日以降の新

規販売分に適用します。 

 

〔県民の皆さんへ〕 

〇 生活に必要な場合を除いて、徹底した外出自粛をお願いします。特に、20

時以降の飲食を伴う外出は自粛していただくよう、強く要請します。 

○ また、仕事は自宅でできるものは自宅でお願いします。 

 
そのほか、 

〇 職場においては、昼食時間の分散をお願いします。 

○ 学校の寮生活、クラブ・部活動などの集団行動においては、感染防止対策

を徹底してください。さらに、オンライン授業の併用、時差登校等を実施し

てください。 

 
緊急事態宣言の発令が見込まれる中、この危機的な状況を県民の皆さん一人

ひとりが共有し、新型コロナに打ち勝つため、県民総ぐるみの取組をお願いし

ます。 

 

 令和３年１月４日 

                    神奈川県知事 黒岩 祐治 


